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大
分
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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五
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大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞

大
分
県
規
則
第
四
号

　
　
　
大
分
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
大
分
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
別
表
第
三
の
消
費
生
活
・
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ザ
所
長
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
　
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
所
長

　
　
項
目

　
　
委
任
事
項

一

　
大
分
県
動
物
の
愛
護
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
（
以
下
こ
の

項
中
「
条
例
」
と
い
う
。
）
に

関
す
る
事
務

一

　
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
係
留
さ
れ
て
い
な

い
飼
い
犬
を
収
容
す
る
こ
と
。

二

　
条
例
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
飼
養
者
が
引
き
取

ら
な
い
飼
い
犬
を
処
分
す
る
こ
と
。

三

　
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
犬
を
譲
渡
す
る

こ
と
。

四

　
条
例
第
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
猫
を
譲
渡
す
る
こ
と
。

五

　
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
飼
い
犬
の
飼
養

者
に
対
し
、
当
該
飼
い
犬
の
保
管
に
要
し
た
費
用
及
び
そ
の
返

還
に
要
す
る
費
用
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
。

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　
発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ
　
　
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

七

六

　
条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
譲
渡
を
受
け
る

者
に
対
し
、
譲
渡
の
た
め
に
要
し
た
費
用
を
負
担
さ
せ
る
こ

と
。

七

　
条
例
第
十
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
譲
渡

の
た
め
に
要
し
た
費
用
の
負
担
を
免
除
す
る
こ
と
。

二

　
お
お
い
た
動
物
愛
護
セ
ン
タ

ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
（
平
成
三
十
年
大
分
県
条

例
第
三
十
五
号
。
以
下
こ
の
項

中
「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
関

す
る
事
務

　

　
こ
の
項
中
お
お
い
た
動
物
愛

護
セ
ン
タ
ー
利
用
規
則
（
平
成

三
十
年
大
分
県
規
則
第
六
十
四

号
）
を
「
規
則
」
と
い
う
。

一

　
条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
利
用
の
許
可
を
取

り
消
し
、
又
は
利
用
を
制
限
す
る
こ
と
。

二

　
条
例
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
利
用
料
金
を
承

認
す
る
こ
と
。

三

　
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
臨
時
に
利
用
時
間

を
変
更
す
る
こ
と
。

四

　
規
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
管
理
者
が
臨

時
に
利
用
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
。

五

　
規
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
臨
時
に
休
業
し
、

又
は
休
業
日
に
開
業
す
る
こ
と
。

六

　
規
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
管
理
者
が
臨

時
に
休
業
し
、
又
は
休
業
日
に
開
業
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
こ

と
。

七

　
規
則
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
管
理
者
が
作
成
し
た

ド
ッ
グ
ラ
ン
の
利
用
の
許
可
の
手
続
を
承
認
す
る
こ
と
。

八

　
規
則
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
管
理
者
が
作
成
し
た

利
用
料
金
の
免
除
及
び
還
付
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
承
認
す

る
こ
と
。

九

　
規
則
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
四
号
か
ら
第
六
号

ま
で
に
掲
げ
る
行
為
を
承
認
す
る
こ
と
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
二
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。


